
（平成27年12月18日　高山市高年介護課へ一部提出）

1 ○理念の共有と実践

2 ○事業所と地域とのつきあい

3 ○事業所の力を活かした地域貢献

4 ○運営推進会議を活かした取組み

5 ○市町村との連携

6 ○身体拘束をしないケアの実践

身体拘束を行う必要のある利用者の方はみえずどの方も
認知症はあるものの、ゆったりと生活してみえるし、玄関
等の施錠は日頃していない。時に、その方の心の中で急
に心配事が出てきたりして「家に帰る。」「外に出てくる。」
等と不穏な様子になられる時は、その方に合った気分転
換や話をよく聞く等して、その方に寄り添い危険行動に結

びつかないように心がけている。

市内の障害者就労支援事業所（ウェルコミュニティー飛
騨）と連携して陽だまりの介護職に興味のある利用者の
方に職場体験してもらい、その中で1名の女性をスタッフと

して、新たに採用することが出来た。

項　　　　　　　目

自
己
評
価

　事業所は、実践を通じて積み上げ
ている認知症の人の理解や支援の方
法を、地域の人々に向けて活かして
いる

　運営推進会議では、利用者やサー
ビスの実際、評価への取り組み状況
等について報告や話し合いを行い、
そこでの意見をサービス向上に活か
している

　市町村担当者と日頃から連絡を密
に取り、事業所の実情やケアサービ
スの取組みを積極的に伝えながら、
協力関係を築くように取り組んでい
る

　地域密着型サービスの意義を踏ま
えた事業所理念をつくり、管理者と
職員は、その理念を共有して実践に
つなげている

　利用者が地域とつながりながら暮
らし続けられるよう、事業所自体が
地域の一員として日常的に交流して
いる

　代表者及び全ての職員が「指定地
域密着型サービス指定基準及び指定
地域密着型介護予防サービス指定基
準における禁止の対象となる具体的
な行為」を正しく理解しており、玄
関の施錠を含めて身体拘束をしない
ケアに取り組んでいる

理念とは、その事業所が目指すサービスのあり方を端的に示したも
のであり、常に立ち戻る根本的な考え方です。地域密着型サービス
の意義や役割を考えながら、その事業所としての理念をつくりあげ
ていることが大切です。また、その理念を管理者と職員は、共有
し、意識づけしていくために、日々の中で話し合い、実践につなげ
て い る か を 問 う て い ま す 。

事業所が今まで積み上げてきた認知症の人の理解や接し方、利用者
の暮らしぶりは、まだまだ地域には知られていなかったり、具体的
に方策が伝わっていない点が多くあります。事業所の実践経験を活
かし、地域におけるケアの拠点として機能していくことが期待され
ます。あくまでも利用者への日常支援を第一にしつつ、地域の高齢
者等の暮らしに役立つことがないか話し合い、取り組んでいくこと
が 望 ま れ ま す 。

運営推進会議は、外部の人々の目を通して事業所の取り組み内容や
具体的な改善課題を話し合ったり、地域の理解と支援を得るための
貴重な機会です。運営推進会議では、報告や情報交換にとどまら
ず、会議メンバーから率直な意見をもらい、それをサービス向上に
具 体 的 に 活 か し て い く こ と が 重 要 で す 。

市町村担当者に事業所の考え方、運営や現場の実情等を伝える機会
を作り、直面している課題解決に向けた話し合いや対応に、共に取
り組んでいくことが望まれます。市町村は、介護保険の保険者であ
り、地域福祉の推進役として最前線の立場にあります。この項目
は、市町村担当者側の協働関係を築いていこうとする姿勢について
も問うています。市町村の協力が得られ難い場合は、地域ぐるみの
課 題 と し て 取 り 組 ん で い く こ と が 大 切 で す 。

代表者および全ての職員が身体拘束の内容とその弊害を認識し、身
体拘束をしないケアの実践に取り組むことが重要です。指定基準上
では生命保護等のごく限られたケースにおいて身体拘束の例外も認
められていますが、利用者の人権を守ることがケアの基本であると
いう認識に立ち、「どんなことがあっても拘束は行わない」という
姿 勢 を 持 つ 事 が 必 要 で す 。
自分の意思で開けることのできない玄関等の施錠についても身体拘
束であることを認識し、安全を確保しつつ自由な暮らしを支援する
た め の 工 夫 に 取 り 組 ん で い る か を 確 認 し ま す 。
また、家族等から安全のため拘束や鍵かけ等の要望があった場合で
も、その弊害を説明し、事業所の工夫や取り組み方針を示し、家族
等の納得の上、抑圧感のない暮らしの支援が必要です。

自己評価の考え方の指針

（2009年度改正後）

「暮らし」とは、事業所の中だけで完結するものではなく、地域と
の相互関係のもとに成り立っています。地域社会とつながりながら
利用者が当たり前の暮らしを続けられるよう、事業所がその基盤を
築いていくことが必要です。事業所自体が地域から孤立することな
く、近所づきあいや地元の活動、地域住民との交流に積極的に取組
ん で い く こ と が 大 切 で す 。

認知症がありながらも家庭に近い環境で利用者同士が安心と尊
厳のある生活が送れるよう支援することを目的に「おだやかに、
ゆっくり、ゆっくり」という理念にしている。職員の退職等で職員の
入替りがあると、時として意識の低下に陥りやすいので、管理者
は、常に意識しながら、陽だまり理念を基に、地域密着型サービ
スに沿ったケアを職員が意識し取組めるよう配慮している。

市へ提出する自己評価結果

平成27年度（2015年度）　実践状況

半年毎に陽だまり通信を町内で回覧してもらっていること
で、町内の方々に徐々に認知度が広がり、採れた野菜や
採ってきた山菜等をくださったり、畑に呼んで収穫体験もさ
せれくださる等地域の方が気にかけてくださるようになっ
た。また、職員の採用に際しては、近所で就労を希望され
る方を採用する等、地元の活力を得る等、いつでも開けた

事業所運営に心がけている。

年6回開催する協議事項は、初回は当初の計画についてや、中
途は自己評価の勉強会や避難訓練、年度末は年間の実施報告
会を行い、機会を捉えて地域の方の参加を呼びかけ、助言等を
いただけるように心がけている。また、利用者の方にも参加しても
らい、生活の思いや、希望等を聞き、サービスに取り入れるよう心

がけている。

年6回行う中で、毎回市の担当課へは開催の案内
をし、概ね出席してもらっている。担当者が出席で
きない時でもなるべく担当課内の他の職員が出席

する等、配慮を得ている。



7 ○虐待の防止の徹底

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用

9 ○契約に関する説明と納得

10 ○運営に関する利用者、家族等意見の

　反映

11 ○運営に関する職員意見の反映

12 ○就業環境の整備

13 ○職員を育てる取組み

身体拘束に関するマニュアルや高齢者虐待防止マニュア
ルで内容を認識し、職員にも周知している。また、働く職
員同士は、お互いを意識し合って虐待がおきないよう情報
交換を常にしている。また、家族や外部の訪問者がより多
くホームに来訪してもらようお願いし、虐待がおきない環

境作りに努めている。

現在は家族がまったくいない利用者の利用はないが、管理者は
いつでも関係機関と情報提供し合いながら手続きを円滑に進め
れるよう連携を意識している。また、権利擁護に関する制度理解
のため、職員へ外部からの研修案内等を随時供覧し、参加を促し

ている。

運営推進会議のテーマによっては、利用者やご家族の参
加を依頼し意見や要望等を聞くようにしている。また、陽だ
まりにも苦情解決のための取扱う仕組みがあることを知ら
せ、随時受付ける体制を取っている。外部評価では、家族
のアンケート（意見）から要望等があった場合に改善に繋
がるよう、ミーティングで話合いサービスに反映させるよう

心がけている。

陽だまりを知ってもらうため、初めに見学してもらいながら
入所後の生活の様子やかかる費用についてを概ね理解
してもらうようにしている。入所を希望される場合は、重要
事項説明書等で詳しく説明し、理解を得たうえで契約して
いる。利用料等改定時には事前に家族へ周知し全員の承

諾書をもらってから改定することとしている。

管理者（法人代表者）も職員と同じ勤務体制をとっており、常に
ホームで起こっている状況を把握できる状態である。また、常に
介護職員と共に仕事をしているので職員からの意見も理解し、改

善が必要と判断すれば反映するように心がけている。

管理者(法人代表者）は、介護職員と同じように勤務し、日頃の職
員の仕事の様子を観ている。また、開所時から労働時間も週40時
間制を採用し、どの職員も過酷な労働条件とならないようにして
いる。平成21年4月からは処遇改善手当も支給するなど、働くた

めの意識向上も図っている。

市や県その他各種団体で主催される研修や講演案内を、
職員に供覧し、常に職員に情報提供し支援している。職
員から出席希望があれば、出席できるよう配慮するととも
に、認知症高齢者の実践者研修等陽だまりにとっても重

要な研修は、費用負担する場合もある。

　管理者や職員は、高齢者虐待防止
法等について学ぶ機会を持ち、利用
者の自宅や事業所内での虐待が見過
ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

　管理者や職員は、日常生活自立支
援事業や成年後見制度について学ぶ
機会を持ち、個々の必要性を関係者
と話し合い、それらを活用できるよ
う支援している

　契約の締結、解約又は改定等の際
は、利用者や家族等の不安や疑問点
を尋ね、十分な説明を行い理解・納
得を図っている

　利用者や家族等が意見、要望を管
理者や職員並びに外部者へ表せる機
会を設け、それらを運営に反映させ
ている

　代表者や管理者は、運営に関する
職員の意見や提案を聞く機会を設
け、反映させている

　代表者は、管理者や職員個々の努
力や実績、勤務状況を把握し、給与
水準、労働時間、やりがいなど、各
自が向上心を持って働けるよう職場
環境・条件の整備に努めている

　代表者は、管理者や職員一人ひと
りのケアの実際と力量を把握し、法
人内外の研修を受ける機会の確保
や、働きながらトレーニングしてい
くことを進めている

管理者と職員は、高齢者虐待防止関連法の理解を図り、潜在する危
険のある、職員による虐待を徹底防止に努めなければなりません。
また、利用者と家族等との関係性を捉える中で、虐待の危険を早期
に見つけ、関係機関と協働しながら速やかに対応していくことが求
め ら れ ま す 。

管理者と職員は、日常生活自立支援事業や成年後見制度を学び、必
要と考えられる利用者がそれらを活用できるよう話し合い、関係機
関への橋渡し等をしていくことが必要です。また、これらの制度に
ついて利用者、家族等に周知を図っていくことが望まれます。

契約時や契約解除の際、あるいは利用中の料金改定等利用者や家族
等にとって契約内容について分かりにくかったり、不安や疑問が生
じていないか、個々の立場にたって確認する必要があります。利用
者や家族等が不安や疑問等を十分に表せるような働きがけと説明を
行い、納得を得た上で手続きを進めていく個別の配慮や取り組みが
大 切 で す 。
当初の契約に限らず、長期に亘る利用の場合の経済的なことの不
安、報酬加算の必要性の説明や料金改定の理由、重度化に伴なう機
器等の負担についての話し合い等が行われているかも確認します。

利用者や家族等から意見、要望を引き出す努力や場面をつくるとと
もに、運営推進会議のメンバーや外部の人にも伝えられるよう機会
を作っていくことが大切です。出された率直な意見等を前向きに活
かす姿勢や体制を組織として徹底させ、サービスの質の確保・向上
につなげているかを問うています。認知症の利用者も配慮と支援が
あれば、運営に関する意見等を示していくことが可能です。また、
言うことをためらう家族等の心情を察し、より多くの意見や要望を
出 し て も ら え る よ う 配 慮 し て い く こ と が 必 要 で す 。

事業所の運営や大事な決定事項に関して、利用者の状況や実情を直
に知っている現場の職員の意見を十分に聴き、活かしていくことが
大切です。代表者や管理者が、運営や管理についての職員の声に耳
を傾け、活かしていくことは、働く意欲の向上や質の確保にもつな
が り ま す 。

職員各人が向上心を持てる職場環境を整えることが、勤務の継続に
つながり、結果的に利用者の生活の継続性を支えることになりま
す。運営者は管理者や職員の日頃の努力や具体的な実践、勤務状況
等を把握し、職員処遇への反映や、向上心を持って働けるような配
慮 ・ 対 応 が 求 め ら れ ま す 。

代表者は、職員育成の重要性を認識し、全ての職員が質を向上させ
ていけるよう、各自の立場、経験や習熟度の段階に応じた学びの機
会を事業所として計画的に確保することが必要です。事業所内外の
研修とともに職員が働きながら技術や知識を身につけていくこと
（ OJT 等 ） を 支 援 し て い る か に つ い て も 確 認 し ま す 。



14 ○同業者との交流を通じた向上

15 ○初期に築く本人との信頼関係

16 ○初期に築く家族等との信頼関係

17 ○初期対応の見極めと支援

18 ○本人と共に過ごし支え合う関係

19 ○本人と共に支え合う家族との関係

20 ○馴染みの人や場との関係継続の支援

県下のグループホーム協議会や、その傘下の飛騨支部
会に所属し、代表者や介護計画作成担当者は年間を通し
て定期的に部会を開き会合や研修を行っている。また、ス
タッフ各々も、同業者との交流する機会がもてるよう研修
会等あれば積極的な参加を心がけるようにしている。

管理者や施設長等は、入所の事前面談で本人の生活暦
等の他に、家族の思いを聞くようにしている。また、入所契
約の成立後はセンター方式を使って、より詳しく聞きとり、
本人の思いや家族の気持ちや考え等を具体的に聞き、理

解に務めている。

管理者や施設長等は、入所してから本人に不安がないよ
う、入所前の事前面談で本人の生活暦等をよく聞き、ス
ムーズな入所に繋がるよう心がけている。入所するのに
強い不安を抱いてみえる方には、併設で行っている託老
所の日帰り利用で体験してもらう等徐々に慣れてもらえる

選択肢もあることを提案している。

管理者や施設長は、事前の面談時に、利用されたい方や
家族の思いや状況等をよく確認し、ここでのサービスが本
人や家族の求めているサービスに合うのか見極めて対応
している。ここのサービスが合わない場合は、他の機関へ

の紹介や斡旋をしている。

職員は、掃除や洗濯物たたみ、食事の準備やメニュー書
き等、日々の共同生活の中でおこる作業について、その
方の得意不得意を深く理解して、作業をお願いしている
し、やっていただけたら「ありがとう。」と感謝の言葉を伝
え、利用者の方と協働しながら安心と安楽な生活を送って

いただけるよう心がけている。

介護計画作成担当者や施設長等は、本人の日頃の状態
を施設サービス計画書等で報告、相談するようにして、家
族が事業所に介護をゆだねっきりにせず、常に関心をもっ
てもらえるよう働きかけをしている。利用者の方の受診等
では、家族が行けない時は、職員が同行する等、協力し

ながら利用者の方の生活を支えている。

入所時の同意書にて確認している面会拒否を望まれる方
以外は、気軽に家族やご近所の知人や親戚の方等が、い
つでも面会に来ていただけるよう対応している。また、家
族が、盆や正月、祭り、墓参り等の行事や家族旅行や外
食、ドライブ、買物、散髪、受診等出かける楽しみ等も支

援している。

　職員は、家族を支援される一方の
立場に置かず、本人と家族の絆を大
切にしながら、共に本人を支えてい
く関係を築いている

　サービスの利用を開始する段階
で、本人と家族等が「その時」まず
必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めて
いる

　職員は、本人を介護される一方の
立場に置かず、暮らしを共にする者
同士の関係を築いている

　代表者は、管理者や職員が同業者
と交流する機会をつくり、ネット
ワークづくりや勉強会、相互訪問等
の活動を通じて、サービスの質を向
上させていく取組みをしている

　サービスの利用を開始する段階
で、本人が困っていること、不安な
こと、要望等に耳を傾けながら、本
人の安心を確保するための関係づく
りに努めている

　サービスの利用を開始する段階
で、家族等が困っていること、不安
なこと、要望等に耳を傾けながら、
関係づくりに努めている

　本人がこれまで大切にしてきた馴
染みの人や場所との関係が途切れな
いよう、支援に努めている

事業所の質の確保のためには、他法人の同業者との交流や連携が不
可欠です。同業者との交流を強化することは、職場内では行き詰
まっている日頃の仕事の悩みの解消や緊急時の連携をスムーズにす
るなど、事業所や地域全体としてのサービス水準の向上につながり
ます。代表者は、地域や都道府県内、また、全国組織の同業者ネッ
トワーク等に加入し、事業者同士の協働により質向上に取り組んで
い く こ と が 求 め ら れ ま す 。

相談から利用に至るまでのサービス導入時期は、本人の安心を確保
していく上で関係づくりが非常に重要です。たとえ相談者が家族で
あっても、主体としての本人に向き合いながら、本人の気持ちを受
け止めることに努めていくことが大切です。この項目は、初期段階
での面談やアセスメントの有無等の確認ではなく、本人の気持ちを
受け止めたり、本人の声に耳を傾けたりしながら関係性を築こうと
し て い る か の 事 業 所 の 姿 勢 を 問 う て い ま す 。

相談をする家族等の立場に立って、この時期に家族等の話をしっか
りと聴き、受け止めながら関係を築くことに努めることが重要で
す。本人と家族との思いの違い、家族同士の中での違いも含めて家
族の体験や思いを理解しながら、その家族自身を受け止める努力が
必要です。本人との関係づくりと同様に、家族等の気持ちを受け止
めたり、家族等の声に耳を傾けたりしながら関係性を築こうとして
い る か の 事 業 所 の 姿 勢 を 問 う て い ま す 。

相談時の本人・家族等の実情や要望をもとに、その時点で何が必要
かを見極め、事業所としてできる限りの対応に努めることが求めら
れます。事業所だけで抱え込まず、必要に応じて他のサービスの利
用の調整を行うなど、できることは速やかに実行することが大切で
す 。
また、初期段階でサービスの場に徐々に馴染み、安心・納得しなが
ら利用できるよう、段階的な支援の工夫が大 切で す。

職員と本人は「介護するーされる」といった一方的な縦の関係を脱
して、人として「共に過ごし、学び、支えあう」関係性を築くこと
が重要です。一緒に過ごし、喜怒哀楽を共にすることは、孤独に陥
りがちな利用者の安心と安定感を生み出すだけでなく、本来の個性
や力の発揮、暮らし方の意向を知るためにも不可欠な関わりです。
本人と時間をかけて関わっていく中で、より深く本人を知ろうとす
る 姿 勢 が 大 切 で す 。

職員と家族が「支援している・されている」という一方的な縦の関
係ではなく、家族のこだわり、苦しみ、喜びを受け止め、本人の生
活を共に支援していく対等な関係を築いていくことが重要です。ま
た、職員は、あくまでも本人と家族の支援者であり、これまでの両
者の関係を踏まえつつ、今後より良い関係を築いていけるための支
援に努めることが大切です。家族が疎遠だからしかたがないと諦め
ていないか、また、職員の関わりによって、本人と家族との距離を
離す結果となっていない等も振り返ります。家族が職員に介護をゆ
だねきりになったり、職員が抱え込んでしまうことを防ぐためにも
大 切 な 事 項 で す 。

本人がこれまで培ってきた人間関係や社会との関係を把握し、その
関係を断ち切らないような支援が重要です。知人、友人や商店、行
きつけの場所等と本人がつきあいを続けられるように、実際に会い
に行ったり来てもらったり、あるいは、出かけていく場面を積極的
に つ く っ て い る か を 確 認 し ま す 。



21 ○利用者同士の関係の支援

22 ○関係を断ち切らない取組み

23 ○思いや意向の把握

24 ○これまでの暮らしの把握

25 ○暮らしの現状の把握

26 ○チームでつくる介護計画とモニタ

　リング

27 ○個別の記録と実践への反映

毎日の生活の中で、職員が利用者に話しかけたり、活動
等を通じて利用者同士の人間関係が円滑になるように働
きかけると共に、常に気にかけ利用者間の衝突回避を心
がけている。また、利用者同士の関係等についても、経過

記録等で情報を共有しながら支援している。

身体や病状の悪化や、事前に申込みしていた特別養護老人ホー
ムの受入れ等、やむを得ず退所された後もご本人やご家族に会
う機会があれば経過を聞くことがある。また、施設入所や入院さ
れた方へ、職員が会いに行く事もある。管理者等は、サマリ等
移った方の支援状況を移動先へ手渡すとともに、情報を伝達し、
その方の環境や暮し方が継続していただけるよう支援している。

職員が、利用者の方の日々の生活の中で声かけをし、そ
の方の思いや願いを聞くように心がけているし、必要に応
じては、家族の方にも協力してもらっている。聞いたとき
は、介護経過記録に記入し、職員間で情報を共有するよ
うにしているし、利用者様の声ノートも職員が記録できる

ようにしている。

入所後に職員がその方と関わる中で、その方の性格や好
みを感じとりながら、毎日の生活を通して、本人のしたい
事や、したくない事、出来る事、出来ない事を徐々に理解

し、その方を総合的に把握するようにしている。

入所時に、家族の方にセンター方式（家族版）を記入してもらい、
利用される方の今までの生活の様子や、好み・性格等の情報と、
家族の方の思いも聞くようにし、ここで、その人らしい暮らしをする
ための情報把握に努めている。また、随時、家族や知人の来訪

時には情報を得るようにしている。

利用者毎の介護経過記録に、日々の暮らしの様子や本
人の言葉、新しい事実やケアの気づき等を記録し、いつで
も全ての職員が確認できるようにしている。また、日々の
記録に基づき介護計画の見直しや評価をしている。

計画作成担当者は、利用者本人が自分らしく暮せるよう
本人や家族の希望も把握し、さらに、利用者毎に担当す
る職員を決めて情報を追加収集し、その方の課題となる
事柄等をモニタリングしながら、計画の作成に当たってい
る。また、その方の課題となる事柄を見直す場合は、定期
的又は必要時に関係者と話合いながら計画の見直しを

行っている。

　サービス利用（契約）が終了して
も、これまでの関係性を大切にしな
がら、必要に応じて本人・家族の経
過をフォローし、相談や支援に努め
ている

　利用者同士の関係を把握し、一人
ひとりが孤立せずに利用者同士が関
わり合い、支え合えるような支援に
努めている

　一人ひとりの生活歴や馴染みの暮
らし方、生活環境、これまでのサー
ビス利用の経過等の把握に努めてい
る

　一人ひとりの一日の過ごし方、心
身状態、有する力等の現状の把握に
努めている

　本人がより良く暮らすための課題
とケアのあり方について、本人、家
族、必要な関係者と話し合い、それ
ぞれの意見やアイディアを反映し、
現状に即した介護計画を作成してい
る

　日々の様子やケアの実践・結果、
気づきや工夫を個別記録に記入し、
職員間で情報を共有しながら実践や
介護計画の見直しに活かしている

　一人ひとりの思いや暮らし方の希
望、意向の把握に努めている。困難
な場合は、本人本位に検討してい
る。

利用者同士が共に助け合い、支えあって暮らしていくことの大切さ
を職員が理解することが重要です。利用者間の関係の理解に努め、
利用者が孤立せずに、共に暮らしを楽しめるよう支援をしていくこ
と が 大 切 で す 。

利用者の心身状態や個別の事情等でサービスの利用が終了した後
も、その後の相談や支援に応じる姿勢を示しながら、経過を見守っ
たり、必要に応じてフォローしていくことが大切です。 た
とえば、住み替えが必要となった場合でも、利用者の「移り住むこ
とのダメージ」を最小限に食い止めるために、移り住む先の関係者
に対して、本人の状況、習慣、好み、これまでのケアの工夫等の情
報を詳しく伝え、環境や暮らし方の継続性等に配慮してもらえるよ
う 働 き か け て い く こ と が 大 切 で す 。

利用者がその人らしく暮らし続ける支援に向けて、利用者一人ひと
りの思いや希望、意向等の把握が不可欠です。「聞いても実現は困
難」とみなしたり、認知症の利用者の場合「認知症だから聞くのは
無理」と決め付けるのではなく、職員全員が一人ひとりの思いや意
向について関心をはらい、把握しようと努めることが大切です。把
握が困難であったり不確かな場合、関係者で本人の視点にたって意
見を出し合い、話し合っていく取り組みが必 要で す。

本人が安らかに、また、有する力を発揮しながら自分らしく暮らし
ていくことを支援するために、利用者個々の歴史やサービス利用に
いたった経過を知ることが欠かせません。プライバシーに配慮しつ
つ、職員が本人や家族等と馴染みの関係を築きながら、日々の中で
これまでの暮らしを捉えていく積み重ねが必 要で す。

利用者の部分的な問題や断片的な情報の把握に陥らずに、一人ひと
りの１日の暮らしの流れにそって本人の状況を総合的に把握してい
くことが不可欠です。職員全員が、利用者を総合的に見つめる目を
養いながら、日々の中でチームとして把握に努めていくことが必要
です。特に見落とされやすい本人のできる力・わかる力を暮らしの
中で発見していくことに努めているかを確認 しま す。

介護計画は、介護する側にとっての課題ではなく、本人がよりよく
暮らすための課題やケアのあり方について、本人そして本人をよく
知る関係者が気づきや意見やアイデアを出し合い、話し合った結果
を も と に 作 成 す る こ と が 大 切 で す 。
介護計画は、アセスメントとモニタリングを繰り返しながら、設定
期間ごとの見直しはもとより、本人、家族の要望や変化に応じて臨
機応変に見直していくことが必要です。なお、本人や家族等からの
新たな要望や状況の変化がなくても、毎月新鮮な目で見て確認して
い く こ と が 望 ま れ ま す 。

日々の実践を漫然と記録するのではなく、本人を身近で支える職員
しか知りえない事実やケアの気づきを生き生きと具体的に記すこと
が 大 切 で す 。
よりよいケアにむけてそれらの情報を共有しながら、日々の職員間
のケアに活かしていくことが求められます。日々の記録を根拠にし
ながら、介護計画の見直しに活かしているかも確認します。



28 ○一人ひとりを支えるための事業所の

　多機能化

29 ○地域資源との協働

30 ○かかりつけ医の受診診断

31 ○看護職員との協働

32 ○入退院時の医療機関との協働

33 ○重度化や終末期に向けた方針の共有

　と支援

34 ○急変や事故発生時の備え

職員は、本人や家族の状況に応じて通院や送迎等必要
な支援を行ったり、本人の生活用品で急を要するような不
足品の買い足し等家族に代わり行うことがある。また、散
髪も、家族ができない場合は、家族に代わり美容院の手

配をしてる。

管理者は、意見を聞きたいテーマの運営推進会議には、
地域の民生委員や学校評議委員等の方にも出席を依頼
し、その方々の力を借りた取組みが出来るよう心がけてい
る。また運営推進会議の中には、避難訓練の実施もあり、
消防署や消防設備業者、市の担当課職員や近所の方の

立会いを得ている。
入所以前と同じかかりつけ医へ家族が付き添い受診してもらって
いる。希望により、陽だまり連携医療機関に変更も出来ることとし
ている。歯科については、陽だまりと連携する歯科医や歯科衛生
士が居宅管理指導ということで、毎月の訪問ケアを得ている。歯
科治療に発展する場合は、引続きそこの歯科医院へ受診するよ
うにしているが、入所以前に受診していた歯科医院を希望される

場合は、家族に依頼し受診をしてもらっている。

今現在、勤務するスタッフで看護師が2名いる。施設長で
ある看護師が主に利用者の方の健康管理をおこなってお
り、状態変化に対応している。また、介護スタッフも定時の
バイタルチェックや経過記録で利用者の方の健康管理を
把握し、状態変化等あれば管理者や看護師に相談しなが

ら適切な受診や看護に繋げている。

管理者は、入所時に家族と重度化に対応した意思確認を
意思確認書により説明と同意を書面で取り交わしている。
また、利用者の状態変化が見受けられる場合は、その都
度機会を捉えて、陽だまりの出来うる重度化に備えた対

応について、家族に説明している。

施設長等は、利用者の方の入院時には、本人の入所中
の経過や支援方法等の情報を、すばやく医療機関に提供
することとしている。管理者は、利用者の方の家族とも回
復状況等の情報交換をしながら、必要な支援を行ってい

る。

利用者の身体状態の急変や事故発生時にも慌てず適切な行動
がとれるようマニュアルを整備している。訓練の実施はないが、日
中は、管理者や看護師が常勤しており直ぐに対応している。夜間
の1人体制時は、勤務者はマニュアル等で把握し備えているし、
管理者自宅が、隣にあり、呼べば対応できる環境となっている。

　利用者が入院した際、安心して治
療できるように、また、できるだけ
早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めてい
る。又は、そうした場合に備えて病
院関係者との関係づくりを行ってい
る。

　受診は、本人及び家族等の希望を
大切にし、納得が得られたかかりつ
け医と事業所の関係を築きながら、
適切な医療を受けられるように支援
している

　介護職員は、日常の関わりの中で
とらえた情報や気づきを、職場内の
看護職員や訪問看護師等に伝えて相
談し、個々の利用者が適切な受診や
看護を受けられるように支援してい
る

　一人ひとりの暮らしを支えている
地域資源を把握し、本人が心身の力
を発揮しながら安全で豊かな暮らし
を楽しむことができるよう支援して
いる

　本人や家族の状況、その時々に生
まれるニーズに対応して、既存の
サービスに捉われない、柔軟な支援
やサービスの多機能化に取り組んで
いる

　重度化した場合や終末期のあり方
について、早い段階から本人・家族
等と話し合いを行い、事業所ででき
ることを十分に説明しながら方針を
共有し、地域の関係者と共にチーム
で支援に取り組んでいる

　利用者の急変や事故発生時に備え
て、全ての職員は応急手当や初期対
応の訓練を定期的に行い、実践力を
身に付けている

一人の人を支えていくためには、単一の介護保険サービスだけにと
どまらず、その場、その時のニーズに応じて多様な支援の方法を備
えていくことが求められます。事業所は限られたメニューをこなす
だけではなく、利用者のニーズに対して、柔軟な支援を臨機応変に
展開していくことで、結果的に事業所の多機能化を進めていくこと
に な り ま す 。

利用者が心身の力をできるだけ発揮しながら安全でより豊かな暮ら
しを楽しめるよう、多様な地域資源と協働していくことが大切で
す。地域包括支援センターとの協働はもとより、本人を支えている
民生委員やボランティア、町の商店や理美容院、病院、郵便局、銀
行、花屋、警察・消防、文化・教育機関等を把握し、これらの地域
の人や場の力を借りた取り組みをしているかを確認します。

本人が馴染みの医師による継続的な医療を受けられるよう、また、
状況に応じて本人や家族が希望する医師による医療を受けられるよ
うに支援する必要があります。これまでのかかりつけ医を基本とし
つつ、やむなく事業所の協力医療機関等の医師をかかりつけ医とす
る場合は、あくまでも本人と家族の同意と納得が必要です。

高齢で認知症を患う利用者は、早い段階で状態変化や異常に気付
き、いち早く医療に連絡していくことが重要となります。その変化
に気付く役割は、日々のケアを通じて本人と最も近い関係にある介
護職員が担うこととなります。普段の健康管理や観察の視点など、
日頃から介護職と看護職の関係を密にしながら、情報連携のポイン
トを絞っておくことが大切です。職場内の看護職の配置や訪問看護
師との契約がない場合においては、かかりつけ医等に相談しながら
一人ひとりの健康管理や医療支援につなげていくことが大切です。

入院は、慣れない場所や治療処置等で心身に大きなダメージをもた
らします。入院する際は、本人のストレスや負担を軽減するため
に、家族等と相談しながら医療機関に対して本人に関する情報の提
供や、ケアについての話しあいが必要です。同時に、長期入院は本
人のダメージはもとより、家族、事業所にとっても負担となりま
す。より短期間に治療を行い、スムーズに退院できるよう、病院関
係者、本人・家族と退院計画を話し合いながら、積極的な支援を行
う こ と が 求 め ら れ ま す 。

重度化した場合や終末期のあり方や事業所の対応について、段階ご
とに家族等、かかりつけ医等ケア関係者と意向を確認しながら、対
応方針の共有を図っていくことが重要です。「事業所の対応力が変
化する」ことを管理者は常に意識し、その時々の力量をは把握して
現状ではどこまでの支援ができるかの見極めを行います。その上
で、職員全体で率直に話し合い、家族や医療関係者等と連携を図り
な が ら チ ー ム で 支 援 し て い く こ と が 重 要 で す 。

利用者の身体状態の急変や事故発生時にも、慌てずに確実かつ適切
な行動がとれることが求められます。全ての職員が応急手当に関し
て定期的に訓練を行い、実際の場面で活かせる技術を習得すること
が 大 切 で す 。



35 ○災害対策

36 ○一人ひとりの人格の尊重とプライバ

　シーの確保

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援

38 ○日々のその人らしい暮らし

39 ○身だしなみやおしゃれの支援

40 ○食事を楽しむことのできる支援

41 ○栄養摂取や水分確保の支援

毎年6回行う運営推進会議の中で、2回は避難訓練を取り入れて
いる。その際は、地域の方や消防署や消防設備業者、市の担当

職員にも呼びかけ、立会っていただくよう心がけている。
また、消防署や消防設備業者の立会い時は、避難のしかたや通
報機の取扱いのしかた等講話をいただき学ぶこととしている。ま
た、管理者は、災害時には、周辺住民に対し可能な限り協力が得

られるよう日頃からお願いをしている。

職員は、介護する時は、ご本人の居室や皆が居ない別室
で行うこととし、利用者の方のプライバシーを損ねないよう
に心がけ、スタッフ間でも相互に誇りやプライバシー確保

に努めれるよう意識し合っている。

午前中の水分補給の時間には、希望を聞いてその
日の飲みたい物を用意している。日中の活動にお
いても、陽だまりでの生活の全体的な流れがあるも
のの、個人ごとの体調の様子をみて、その日の活

動意思により参加をしてもらっている。

ホーム全体の基本的な一日の流れはあるが、1人ひとり
の体調等に配慮しながら、その日その時の本人の気持ち
を尊重して日々の生活を支援しているし、個別支援の機

会も増やせるよう心がけている。

その日の食事や水分の摂取状況を食毎に記録し、利用
者の摂取状況を把握している。食べる量についても個々
の適量を把握し配膳に気をつけている。夜間の水分補給
対策としては、飲みたい時にお茶が飲めるように、毎日夕
方水筒等でお茶を用意し、各利用者の方の居室に配置し

ている。

衣服は利用者の方それぞれが自分の着たい服を毎日選んで着
てみえる。職員は体温調整や季節柄を見ながら、支援が必要な
時には支援することとしている。また、お化粧等好まれる方には、
不足しないよう家族に知らせる等して、ご本人がいつでも身だしな
みが整えれるよう支援している。散髪等も本人の馴染みの美容院
がある場合や家族が同行してくださる場合は、本人や家族の希望

で出かけてもらっている。

管理者等は、日々の食材を近くのスーパーや地域の農家の野菜直売所まで
買出しに行ったり、地域の農園から野菜を配達してもらったり、季節の採れた
山菜を取り入れる等、手作りによる食事作りに心がけている。利用者の方の
希望や能力に応じ、台所仕事を好まれる方には、携わってもらっている。職
員は、食べる前には、メニューを紹介し、目や匂いでも楽しんでもらえるよう
心がけている。また、季節の行事では、その時季の旬の物や利用者の好む

物を提供するよう心がけている。

　日常生活の中で本人が思いや希望
を表したり、自己決定できるように
働きかけている

　職員側の決まりや都合を優先する
のではなく、一人ひとりのペースを
大切にし、その日をどのように過ご
したいか、希望にそって支援してい
る

　その人らしい身だしなみやおしゃ
れができるように支援している

　火災や地震、水害等の災害時に、
昼夜を問わず利用者が避難できる方
法を全職員が身につけるとともに、
地域との協力体制を築いている

　一人ひとりの人格を尊重し、誇り
やプライバシーを損ねない言葉かけ
や対応をしている

　食べる量や栄養バランス、水分量
が一日を通じて確保できるよう、一
人ひとりの状態や力、習慣に応じた
支援をしている

　食事が楽しみなものになるよう、
一人ひとりの好みや力を活かしなが
ら、利用者と職員が一緒に準備や食
事、片付けをしている

身だしなみを整えたりおしゃれをすることは、本人の心地よさ、落
ち着き、明るさ、自分としての意識等をもたらし、全体的な状態の
安定にもつながります。一人ひとりの個性、希望、生活暦等に応じ
て、髪型や服装等の身だしなみやおしゃれを個別に支援していくこ
とが大切です。職員側の価値観や一方的な支援ではなく、本人の好
みや意向、持っている力に応じた支援が必要です。また、本人のこ
だわりと継続性のために、馴染みの理美容院の理容など、希望にあ
わ せ た 支 援 が 望 ま れ ま す 。

カロリーの過不足や栄養の偏り、水分不足が起こらないよう、職員
全員が知識や意識を持ち、一日全体を通して必要な食事や水分がと
れるように支援していくことが大切です。カロリー摂取や水分補給
を画一的に行うのではなく、普段から利用者の食べ物や飲み物の好
みや習慣、様子を把握しながら、体調や運動量、体重の増減、食事
のタイミング、介助の方法や食器の工夫など一人ひとりの暮らし全
体 を 通 し た 食 生 活 の 支 援 が 必 要 で す 。

災害はいつ起こるかわかりません。一人ひとりの利用者の状態を踏
まえて、災害時の具体的な避難策を昼夜を通して検討し、いざとい
う時に慌てず確実な避難誘導ができるように備えていくことが重要
です。職員だけでの誘導の限界を踏まえて、地域の人々や他の事業
所の協力が実際に得られるように、日頃からの話し合いを行い、一
緒 に 訓 練 を 行 う な ど 実 践 的 な 取 り 組 み が 必 要 で す 。
さらに、災害の発生時に備えて、食料や飲料水、トイレ、寒さをし
のげるような物品等を準備しておくことも大 切で す。

一人ひとりの誇りを尊重し、プライバシーの確保を徹底していくこ
とは、利用者の尊厳と権利を守るための基本であり必須の事項で
す。しかし、実際には守り通すことが難しい事項であり、代表者、
管理者、常勤職員はもとよりパート職員も含めた全職員が、誇りや
プライバシー確保について常に具体的に確認し合うことが大切で
す 。

この項目は、アセスメントとして本人の思いや希望の把握について
問うているのではなく、日常生活の場面ごとに埋もれてしまいがち
な、本人が決める力やその人らしい希望や願いを意図的に引き出す
取り組みが出来ているかを振り返ります。利用者が言葉では十分に
意思表示ができない場合であっても、表情や全身での反応を注意深
くキャッチしながら、本人の希望や好みを把握していくことが求め
られます。日々の密接な関係や馴染みの中で、支援できるつもりに
な っ て い な い か 確 認 し ま す 。

職員側の都合やスケジュールに当てはめるのではなく、一人ひとり
が本来持っているペースや望んでいるペースに合わせた暮らしの支
援をしているかを問う項目です。暮らしの主人公である主人公であ
る本人を見守りながら、その動きや状態に合わせて適切な関わり方
をし、一日の過ごし方を柔軟に変えているかを確認します。

代表者や職員は、食事は利用者にとっての力の発揮や参加、他の利
用者や職員との関係作りなどの点から、暮らし全体の中でも重要な
位置にあります。食事一連の作業を利用者とともに職員が行い、一
緒に食事を味わいながら利用者にとって食事が楽しいものになるよ
うな支援が必要です。給食や配食サービスの利用、弁当の購入等の
提供形態が固定化されている場合は、運営面も含めた見直しが求め
ら れ ま す 。



42 ○口腔内の清潔保持

43 ○排泄の自立支援

44 ○便秘の予防と対応

45 ○入浴を楽しむことができる支援

46 ○安眠や休息の支援

47 ○服薬支援

48 ○役割、楽しみごとの支援

49 ○日常的な外出支援

日頃から、野菜等の食物繊維が取れる食事作りに心が
け、便秘予防に繋がる体操や歌を歌ったりする等したり、
散歩等で身体を動かし自然な排便を促している。また、体
質等で便秘がちな方には、医師の指示のもと処方された

下剤等を使用してもらっている。

一日の内、午前、午後の時間に分けるなど、一人
ひとりがゆったりと入っていただけるよう入浴時間

を長くとっている。

習字の先生だった方には、食事のお品書きを筆で書いて
いただいたり、旅館業をされてみえた方には、食事作りに
携わっていただいたりと、日々の生活の中ででてくる仕事
に全員が個々の能力に応じて何らかの仕事に関わってい

ただきながら生活していただいている。

管理者等は、社会福祉協議会よりイベントの開催
案内等いただいた時は、その時の状況によりなる
べく参加するように心がけている。また、単独でも、
天候や利用者の方の健康状況等をみて、近くの公
園やお店等へ出かけたり、通年を通して支援をす
るよう運営推進会議等で計画し、実施を心がけて

いる。

職員は、連携する歯科医師や歯科衛生士の助言をもとに、食後
は歯磨きやうがい等を利用者の方にしてもらうように声かけ、昼
食後と夕食後は、特に洗浄とうがいを傍で必ず見守り、自立して

きれいに出来ない方には介助するようにしている。

職員は、時間やその人の習慣を把握しトイレでの排泄を
促すことで、紙パンツ使用の方も一部はみえるものの、日
中は、全員の利用者の方が自立しているし、夜間におい
ても、一部の方は、居室でのポータブルトイレでの使用は
あるものの、全員がトイレでの排尿ができている。

一人ひとりその日の体調などみながら、なるべく日中は活
動し、夜間は眠るという生活リズムが整うよう職員は心が
けている。天候を見て、外の空気にふれる散歩等勧めて
気分転換にも努めている。夜間出歩かれる方には、寄り

添い安眠できるよう働きがけをしている。

利用者個々の服薬管理を徹底するため、薬棚内に個々の薬入れ
のカゴを用意し管理している。カゴ内には、薬の袋に日付や名
前、朝・昼・夕等と分かるように記入し、いつ飲む薬か職員が見て
分かるようにしている。また、壁に利用者投薬一覧表を貼り、職員
が一目で把握できるようにもしている。利用者の方の服薬時は、

職員は、必ず服用を確認している。

　口の中の汚れや臭いが生じないよ
う、毎食後、一人ひとりの口腔状態
や本人の力に応じた口腔ケアをして
いる

　排泄の失敗やおむつの使用を減ら
し、一人ひとりの力や排泄のパター
ン、習慣を活かして、トイレでの排
泄や排泄の自立に向けた支援を行っ
ている

　一人ひとりが使用している薬の目
的や副作用、用法や用量について理
解しており、服薬の支援と症状の変
化の確認に努めている

　張り合いや喜びのある日々を過ご
せるように、一人ひとりの生活歴や
力を活かした役割、嗜好品、楽しみ
ごと、気分転換等の支援をしている

　一人ひとりのその日の希望にそっ
て、戸外に出かけられるよう支援に
努めている。また、普段は行けない
ような場所でも、本人の希望を把握
し、家族や地域の人々と協力しなが
ら出かけられるように支援している

　便秘の原因や及ぼす影響を理解
し、飲食物の工夫や運動への働きか
け等、個々に応じた予防に取り組ん
でいる

　一人ひとりの希望やタイミングに
合わせて入浴を楽しめるように、職
員の都合で曜日や時間帯を決めてし
まわずに、個々に応じた入浴の支援
をしている

　一人ひとりの生活習慣やその時々
の状況に応じて、休息したり、安心
して気持ちよく眠れるよう支援して
いる

利用者の入浴は、事業所が決めた曜日や時間帯に合わせるのではな
く、一人ひとりの生活習慣やその時々の希望を大切にした支援が求
められます。職員のローテーションの都合や、「本人の希望がな
い」と決めつけて一律の入浴支援になっていないかを確認します。
また、入浴することによって生まれる羞恥心や恐怖心、負担感等を
職員は理解し、利用者に無理強いをすることなく、一人ひとりの意
向を第一にくつろいだ気分で入浴できるよう支援していくことが大
切 で す 。

一日の流れの中で、一人ひとりが必要な休息や睡眠をとれるような
支援が必要です。本人にとっての自然なリズムが生まれるように、
環境や生活の過ごし方、関わる側のあり方を確認します。また、眠
ることだけに注目せずに、そもそもの本人の生活習慣や本人の活動
状況、ストレスの状態等を関係者で総合的に把握していくことも重
要 で す 。

一人ひとりが服用する薬の目的や副作用、用途や用量について理解
し、飲み忘れや誤薬を防ぐための取り組みが必要です。本人の状態
の経過や変化等に関する日常の記録を医療関係者に情報提供するこ
とにより、治療や服薬調整に活かしていくことが求められます。

日々の暮らしが楽しみや張り合いのあるものになるよう、また、潜
在している記憶やできる力を最大限活かして自分らしく暮らせるよ
う、一人ひとりに合った役割や楽しみ、気分転換の支援が求められ
ます。また、利用者が自宅にいる時と同様に、嗜好品を楽しめるよ
う、周囲の利用者への配慮をしながら支援することが求められま
す 。

利用者が事業所の中だけで過ごさずに、日常的に外出できるような
個別の支援を工夫することが大切です。重度の利用者にも「外出は
困難」と決めつけずに、本人が戸外で気持ちよく生き生きと過ごせ
る よ う な 工 夫 が 求 め ら れ ま す 。
また、日常的な外出支援に限らず、本人の思いに沿って墓参りや懐
かしい場所、特別な楽しみ等、行きたい場所への外出支援を行うこ
とは、その人らしい暮らしを保ち、本人の意欲や自立を保つために
も大切です。地域の認知症サポーターや地域住民の協力を得ながら
外出支援を進めていくことは、事業所や認知症の人の理解・啓発活
動 に も つ な が り ま す 。

口腔ケアの重要性を理解し、本人の習慣や有する力を活かしながら
食後のうがいや口の中の手入れの支援をしていくことが必要です。
口の中の手入れは、長年の本人の習慣が大きく影響しますが、利用
者の力を引き出しながら、口腔内の清潔保持に努めていくことが求
め ら れ ま す 。

トイレでの排泄やオムツをしないですむ暮らしは、生きる意欲や自
信の回復、そして食や睡眠等の身体機能の向上につながる大切な支
援です。最初からトイレでの排泄は出来ないと決めてしまわずに、
オムツの使用を減らし、可能な限りトイレで用を足す支援や気持ち
よ く 排 泄 す る た め の 工 夫 が 必 要 で す 。

便秘がちな高齢者に対して下痢や浣腸等を習慣化させることは、身
体機能を衰えさせたり、排泄習慣を崩すことにつながります。まず
は個々の便秘の原因を探り、家族とも相談しながら一人ひとりに応
じた自然排便を促すための工夫が必要です。日常の暮らし全体を活
かして継続的に予防・対応をしていくことがもとめられます。



50 ○お金の所持や使うことの支援

51 ○電話や手紙の支援

52 ○居心地のよい共用空間づくり

53 ○共用空間における一人ひとりの居場

　所づくり

54 ○居心地よく過ごせる居室の配慮

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な

　環境づくり

ここでの暮らしは、現金を所持する必要がなく、持ってい
たために起こる「盗られた」等のトラブルを起こさない対策
で、原則所持しないこととしているが、場合によっては、そ
の方の認知症程度により、所持しないと不安になる等安
心して生活ができない方には、手元にお金を持ってもらう

場合もある。

管理者は、利用者の方から希望があった場合は、電話で
の会話を仲介して、ご本人がご家族等に話ができる支援
を心がけている。頻回に訴えられる等、家族間でのトラブ
ルに繋がらないよう配慮しながら支援している。利用者の
方を全面的に受入れてみえる家族の方は、ご本人の居室

に携帯電話を置いてみえる方もいる。

今のホームの建物は築7年が経過したが、建物内居住空
間はバリアフリーで、身体的に足腰の低下がみられる方
でも生活しやすいようにしている。また、皆がいる居間の
すぐ横に台所があり、ご飯の炊ける匂いや料理の作る音
がすぐ伝わる位置であったり、トイレや浴室も隣にありコン

パクトである。

建物が小規模なので、ゆったりとした空間作りは難しい
が、利用者の方の居室が、皆が集まる居間に近く自由に
行き来できるため、1人になりたい時は、自室へ行きストレ

スを回避できる環境となっている。

入居となる時には、今まで使用していた馴染みの物を
持って来てもらうよう説明しており、概ねの利用者の方
は、家具や寝具等を持ち込み使用されている。また、以前
自分で作ったり書いたりした作品等思い入れのある物や
写真、その他、散歩で摘んだ花を飾る等して、その方が居

心地よく過ごされるよう支援している。

建物内は小規模なので、職員は利用者の方を見守
りやすい環境である。また、居住空間はバリアフ
リーに対応し、いたる所に手すりが取り付けられ、
安全に行動していただけるようにしている。

　共用の空間（玄関、廊下、居間、
台所、食堂、浴室、トイレ等）が、
利用者にとって不快や混乱をまねく
ような刺激（音、光、色、広さ、温
度など）がないように配慮し、生活
感や季節感を採り入れて、居心地よ
く過ごせるような工夫をしている

　共用空間の中で、独りになれた
り、気の合った利用者同士で思い思
いに過ごせるような居場所の工夫を
している

　居室あるいは泊まりの部屋は、本
人や家族と相談しながら、使い慣れ
たものや好みのものを活かして、本
人が居心地よく過ごせるような工夫
をしている

　建物内部は一人ひとりの「できる
こと」や「わかること」を活かし
て、安全かつできるだけ自立した生
活が送れるように工夫している

　職員は、本人がお金を持つことの
大切さを理解しており、一人ひとり
の希望や力に応じて、お金を所持し
たり使えるように支援している

　家族や大切な人に本人自らが電話
をしたり、手紙のやり取りができる
ように支援をしている

利用者が日常の暮らしの中で、その人の希望や力に応じてお金を所
持したり、使えるように支援していくことが大切です。高齢になる
と大金の管理や日常の出納が難しくなっていくことも事実ですが、
使わなくても自分で所持できることで安心したり、ちょっとした買
物をすることで楽しめたりする人も少なくありません。「認知症の
人には困難」と決めつけず、家族等とも、本人にとってのお金の意
味を良く話し合いながら、管理方法等をとりきめて支援していくこ
とが求められます。また、事業所が利用者の金銭を預かったり管理
する場合は、個々に応じた金銭の額や使途のい関する相談、報告な
どの預り金に関する取扱い方法について、家族等と相談し合意を得
て い く こ と が 必 要 で す 。

共同生活空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴室、トイレ等）
は、居心地よく過ごせるように、また、自宅の延長として、自分の
力でその人らしく過ごせる場となるような工夫と配慮が必要です。
職員は自らの五感を活かすとともに、利用者一人ひとりの感覚や価
値観を大切にしながら、利用者にとって居心地のよい場を整えてい
く こ と が 大 切 で す 。

高齢や認知症がある利用者にとって、ふつうに暮らせる環境は、安
心して自分から動き出すための大切な条件です。原則的なバリアフ
リーや一律の福祉機器等での対応ではなく、一人ひとりの身体機能
の状態に合わせた危険の防止や自分の力を活かして動けることを支
えるための個別の設備・道具の工夫が必要です。また、不安や混
乱、失敗を招くことのない環境や物品について検討し、利用者の認
識間違いや判断ミスを最少にする環境面での工夫が大切です。

手紙や電話は、家族や大切な人との関係をつなぐ重要な手段となり
ます。一人ひとりの手紙や電話の習慣、希望、有する力に応じて、
外部との交流を支援していくことが必要です。単なる取次ぎだけで
なく、プライバシーに配慮しながら、本人が読み書きしたり、電話
を使用することを個別に支援しているか確認 しま す。

共同生活の中で個室の意味は大きく、プライバシーを大切にしなが
ら、居心地よく、安心して過ごせる環境作りが求められます。グ
ループホームでは、利用者一人ひとりの居室について、馴染みの物
を活かしてその人らしく暮らせる部屋となっているか、また、小規
模多機能では、宿泊用の部屋が自宅との環境のギャップを感じさせ
ない工夫に取り組んでいるか等を確認します。単に持ち込まれた物
品の量ではなく、本人が落ち着いて過ごせるための工夫が問われま
す 。

少人数であっても集団での生活は気持ちが落ち着かず、特に、認知
症の人はそのことが不安やストレスの原因となることもあります。
人の気配が感じられる空間の中で、一人になれるちょっとしたス
ペースや、２、３人で過ごせるような家具の配置等の工夫が必要で
す 。


